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太
田
市
外
三
町
広
域
清
掃
組
合（
邑
楽
町
、

太
田
市
、大
泉
町
、千
代
田
町
で
構
成
）で
は
、

太
田
市
に
建
設
さ
れ
る
ご
み
処
理
施
設
の
整

備
事
業
が
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
の
調
査

結
果
な
ど
を
ま
と
め
た
準
備
書
の
縦
覧
と
説

明
会
を
行
い
ま
す
。

縦
覧

▼
期
日　

７
月
29
日
㊎
ま
で

▼
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
。

▼
会
場　

役
場
安
全
安
心
課
、リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ（
太
田
市
細
谷
町
）

意
見
の
受
付

▼
提
出
方
法　

所
定
の
様
式
に
記
入
し
て
直

接
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、メ
ー
ル
、郵
送
で
提
出

す
る

▼
受
付
期
限　

８
月
12
日
㊎（
当
日
消
印
有

効
）

▼
提
出
・
郵
送
先　

太
田
市
外
三
町
広
域
清

掃
組
合
施
設
整
備
課（
〒
３
７
３
―
０
８
４

２
太
田
市
細
谷
町
６
０
４
―
１
）

▼
そ
の
他　

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
縦
覧

や
意
見
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
ま
す

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.city.ota.gunm

a.jp/
gyosei/0120a/risaikuru/top01.htm

説
明
会

▼
期
日
・
時
間
・
会
場　

７
月
14
日
㊍
・
①
午

前
９
時
30
分
〜
②
午
後
７
時
〜
・
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ（
太
田
市
細
谷
町
）

▼
問
合
先　

太
田
市
外
三
町
広
域
清
掃
組

合
施
設
整
備
課
Ｇ
33
―
７
９
８
０
、
Ｃ
33
―

７
９
８
１
、
Ｍ058100@

m
x.city.ota.

gunm
a.jp

ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
の
環
境
影
響
調
査
結
果

生活
●

●
●
●
●
●

基
本
計
画
実
施
の
た
め
の
意
見
募
集
と
説
明
会

　

町
で
は
、平
成
29
年
度
に
採
用
す
る
町
職

員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種
・
受
験
資
格　

一
般
事
務　

平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
、高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力

を
有
す
る
人

保
育
士　

平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
で
、保
育
士
資
格
を
有
す
る
か
取
得

見
込
み
の
人

▼
人
数　

若
干
名

▼
試
験
日
・
会
場

第
一
次
試
験　

９
月
18
日
㊐
・
町
役
場

第
二
次
試
験　

10
月
下
旬
に
予
定
・
町
役
場

▼
受
付
期
間　

７
月
25
日
㊊
〜
８
月
10
日
㊌

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
ま
で
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

▼
申
込
・
問
合
先　

役
場
総
務
課
Ｇ
47
│
５

０
０
１

平
成
29
年
度
採
用
の
役
場
職
員
募
集

募集
●

●
●
●
●
●

明
日
の
ま
ち
づ
く
り
に
あ
な
た
の
力
を
…

邑楽町の未来をつくるの
はあなたです

　

町
で
は
、臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種　

幼
稚
園
教
諭
、保
育
士

※
免
許
・
資
格
な
ど
が
必
要
。

▼
人
数　

若
干
名

▼
雇
用
期
間　

８
月
１
日
か
ら

▼
選
考
方
法　

書
類
審
査
、面
接
な
ど

▼
応
募
方
法　

履
歴
書（
市
販
の
も
の
）提
出

▼
受
付
期
限　

７
月
29
日
㊎

▼
受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
は
除
く
。

▼
申
込
・
問
合
先　

役
場
総
務
課
Ｇ
47
―
５

０
０
１

役
場
の
臨
時
職
員
を
募
集

募集
●

●
●
●
●
●

あ
な
た
の
資
格
を
生
か
し
ま
せ
ん
か

　

主
に
中
野
小
学
校
の
児
童
た
ち
が
所
属
す

る
少
年
野
球
チ
ー
ム「
中
野
ビ
ク
ト
リ
ー
ズ
」

が
、前
橋
市
で
行
わ
れ
た
全
日
本
学
童
軟
式

野
球
県
大
会
で
第
３
位
に
な
り
、7
月
22
日

に
開
幕
す
る
第
21
回
高こ

う
や
さ
ん

野
山
旗
全
国
学
童
軟

式
野
球
大
会
に
県
代
表
と
し
て
出
場
し
ま

す
。邑
楽
町
の
少
年
野
球
チ
ー
ム
が
全
国
大

会
に
出
場
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
す
。

　

吉
田
監
督
は「
最
後
ま
で
諦
め
ず
、コ
ツ
コ

ツ
と
小
技
で
繋つ

な

い
で
い
く
、う
ち
の
野
球
が

で
き
れ
ば
、勝
つ
チ
ャ
ン
ス
も
あ
る
」と
話
し

て
い
ま
し
た
。大
会
は
和
歌
山
県
高
野
町
を

会
場
に
５
日
間
の
日
程（
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方

式
）で
行
わ
れ
ま
す
。初
戦
は
広
島
県
の「
東

広
島
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
ズ　

 

」と
対
戦
し
ま
す
。

▼
問
合
先　

中
野
ビ
ク
ト
リ
ー
ズ（
木
村
会

長
）
Ｇ
０
９
０
―
８
４
３
４
―
２
１
０
４

中
野
ビ
ク
ト
リ
ー
ズ
が
全
国
大
会
へ

子ども
●

●
●
●
●
●

邑
楽
町
か
ら
初
出
場
の
快
挙
！

全国大会出場を決め、練習に
一層励む中野ビクトリーズ

ジ
ュ
ニ
ア

Jr.
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町
で
は
、米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん

を
対
象
に
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日　

９
月
18
日
㊐

▼
会
場　

町
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
荘

▼
対
象

米
寿　

昭
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和
４
年

３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

金
婚　

昭
和
41
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
、婚
姻
届
を
役
場
な
ど
に
提
出
し
た

夫
婦

▼
申
込
方
法　

米
寿　

申
込
は
不
要

※
役
場
健
康
福
祉
課
か
ら
招
待
状
を
送
付
し

ま
す
。

金
婚　

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

申
し
込
む

※
申
込
用
紙
は
広
報
お
う
ら
７
月
号
と
併
せ

て
配
布
す
る
ほ
か
、役
場
健
康
福
祉
課
に
も

あ
り
ま
す
。

※
金
婚
で
町
に
本
籍
が
な
い
人
は
、婚
姻
日

の
確
認
の
た
め
に
戸
籍
謄
本
の
提
出
を
お
願

い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
・
問
合
先　

役
場
健
康
福
祉
課
Ｇ
47

│
５
０
２
４

米
寿
・
金
婚
記
念
式
典

式典
●

●
●
●
●
●

米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん
を
祝
福

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
・

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

新
し
い
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証

（
８
月
１
日
か
ら
有
効
）は
７
月
中
に
郵
送
さ

れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
は
、被
保

険
者
証（
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
）と
２
枚
１
組
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。交
付
を
希
望
す

る
人
は
８
月
中
に
役
場
住
民
課
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
も
の　

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
、運

転
免
許
証
な
ど
、印
鑑

▼
問
合
先　

役
場
住
民
課
Ｇ
47
│
５
０
２
０

保
険
証
や
受
給
者
証
な
ど
の
更
新

医療
●

●
●
●
●
●

有
効
期
限
は
７
月
31
日
。お
忘
れ
な
く

種　類 対　　象 医療費負担 有効期限 更新手続き

国
民
健
康
保
険

高齢受給者証
70～74歳
までの国保
加入者

 昭和20年4月2日
            以降生まれ ２割

所得により
３割 7月31日 該当者へ7月下旬に

郵送予定 昭和20年4月1日
            以前生まれ １割

限度額適用
認定証など

・国保加入者で国保税に滞納がない人
・70～74歳は非課税世帯のみ
※所得が未申告世帯の人は申告が必要

所得に応じた
自己負担額まで 7月31日 役場住民課の窓口で

8月中に手続きをする

後
期
高
齢
者

医
療
保
険

後期高齢者医療
被保険者証 後期高齢者医療保険加入者 １割

（所得により３割） 7月31日 該当者へ7月下旬に
郵送予定

　

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

第
２
子
以
降
の
加
算
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

▼
加
算
額
の
増
額（
平
成
28
年
８
月
分
か
ら
）

　

ひ
と
り
親
の
家
庭
は
、子
育
て
と
生
計
を

一
人
で
担
わ
ね
ば
な
ら
ず
、生
活
上
の
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
て
い
ま
す
。特
に
子
ど

も
が
二
人
以
上
い
る
ひ
と
り
親
の
家
庭
は
、

よ
り
経
済
的
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
た
め
、

第
２
子
と
第
３
子
以
降
の
加
算
額
を
増
額
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

▼
支
給
額　

下
表
の
と
お
り

※
平
成
28
年
８
月
分
か
ら
加
算
額
が
増
額
さ

れ
ま
す
が
、８
〜
11
月
分
は
、４
か
月
分
の
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
月
で
あ
る
12
月
に
支
払

わ
れ
ま
す
。

▼
手
当
を
受
給
す
る
場
合
の
届
出
義
務

　

毎
年
８
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。手
続
き
を
し
な
い
と
８
月
分

以
降
の
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。２
年
間
、

届
出
が
未
提
出
の
場
合
は
資
格
喪
失
と
な
り

ま
す
。ま
た
、生
活
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
も

届
出
義
務
が
生
じ
ま
す
。

※
条
件
に
よ
り
支
給
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▼
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
の
導
入

　

平
成
29
年
４
月
か
ら
物
価
の
上
下
に
合
わ

せ
て
支
給
額
が
変
わ
る「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
」

を
児
童
扶
養
手
当
の
加
算
額
に
も
導
入
し
ま

す
。

▼
申
請
・
問
合
先　

役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ

47
│
５
０
２
３

申請

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、精
神
ま
た
は
身

体
に
障
害
の
あ
る
児
童
を
扶
養
す
る
人
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象　

精
神
や
身
体
に
障
害
が
あ
る
満
20

歳
未
満
の
児
童
を
保
護
、監
督
す
る
父
か
母

（
所
得
の
多
い
方
）、ま
た
は
父
母
以
外
で
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人

▼
支
給
額（
月
額
）

障
害
１
級　
　
　
　
　

 

５
万
１
、５
０
０
円

障
害
２
級　
　
　
　
　

 

３
万
４
、３
０
０
円

▼
申
請
し
て
認
定
を
受
け
た
場
合　

請
求
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当
を
支
給

※
４
月（
12
〜
３
月
分
）、８
月（
４
〜
７
月

分
）、11
月（
８
〜
11
月
分
）に
手
当
を
支
給

※
受
給
者
本
人
や
配
偶
者
、扶
養
義
務
者
の

所
得
に
よ
り
支
給
停
止
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

▼
請
求
に
必
要
な
も
の　

特
別
児
童
扶
養
手

当
認
定
請
求
書
、特
別
児
童
扶
養
手
当
用
障

害
認
定
診
断
書
ま
た
は
療
育
手
帳
、生
計
維

持
調
書
、振
込
先
口
座
申
出
書
、戸
籍
謄
本
、

世
帯
全
員
の
住
民
票
、印
鑑（
認
印
）な
ど

※
認
定
請
求
書
は
役
場
子
ど
も
支
援
課
に
あ

り
ま
す
。

▼
申
請
・
問
合
先　

役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ

47
│
５
０
４
４

特
別
児
童
扶
養
手
当

児童
●

●
●
●
●
●

障
害
を
も
つ
児
童
を
扶
養
す
る
人
を
サ
ポ
ー
ト

　

町
で
は
、家
庭
で
介
護
を
行
っ
て
い
る
人

に
慰
労
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象　

次
の
全
て
の
条
件
に
当
て
は
ま
る

人
を
在
宅
で
１
年
以
上
介
護
し
て
い
る
人

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
の
人

②
要
介
護
４
、５
に
相
当
す
る
人

③
一
定
以
上
の
施
設
サ
ー
ビ
ス（
入
院
・
入
所

１
０
０
日
）な
ど
を
受
け
な
か
っ
た
人

※
基
準
日
は
８
月
１
日
。

※
介
護
者
が
い
な
い
場
合
は
本
人
。

▼
支
給
額（
年
額
）　

15
万
円

※
町
民
税
非
課
税
世
帯
で
次
の
全
て
の
条
件

に
当
て
は
ま
る
場
合
は
20
万
円
。

①
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
通
算
期
間
が
１
週
間

未
満
の
人

②
長
期
入
院
の
期
間
が
３
か
月
間
未
満
の
人

③
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
１
年
以
上
受
け
て

い
な
い
人

▼
申
込
方
法　

各
行
政
区
の
民
生
委
員
に
申

し
出
る

※
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
人
は
訪
問
調
査
を
行
い
ま
す
。

▼
申
請
・
問
合
先　

役
場
健
康
福
祉
課
Ｇ
47

│
５
０
２
４

家
族
介
護
慰
労
金
制
度

介護
●

●
●
●
●
●

１
年
以
上
、家
庭
で
介
護
を
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

項目
支給額

子どもが
1人の場合

子ども2人目の
加算額

子ども3人目以降の
加算額（1人につき）

全部支給※ ４万2,330円 1万円 6千円

一部支給
9,990円※～
４万2,320円

5,000円※～
9,990円

3,000円※～
5,990円

支給停止 なし なし なし

※は、所得に応じて決定されます●支給額の分類（月額）

児
童
扶
養
手
当
の
加
算
額
が
変
わ
り
ま
す

児童
●

●
●
●
●
●

ひ
と
り
親
の
家
庭
を
サ
ポ
ー
ト

　
「
ぐ
ん
ま
創
業
支
援
塾
」は
４
日
間
の
講
義

を
通
し
て
、創
業
し
て
成
功
す
る
た
め
に
必

要
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
経
営
・
財
務
・
人
材
育
成
・

販
路
開
拓
な
ど
の
実
践
的
な
知
識
を
学
ぶ
少

人
数
形
式
の
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。セ
ミ
ナ
ー
を

受
講
し
、一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
人
に
は

証
明
書
が
発
行
さ
れ
、各
種
支
援
策
が
適
用

さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。創
業
を
目

指
す
人
は
、ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
期
日　

10
月
９
日
㊐
、23
日
㊐
、11
月
13
日

㊐
、27
日
㊐

▼
時
間　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

▼
場
所　

町
共
同
福
祉
施
設

▼
対
象　

創
業
を
目
指
す
人
、創
業
し
て
５

年
未
満
の
人

▼
定
員　

20
人（
先
着
順
）

▼
受
講
料　

無
料

▼
申
込
方
法　

県
商
工
会
連
合
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

フ
ァ
ク
ス
か
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

県
商
工
会
連
合
会
経
営

支
援
課
Ｇ
０
２
７
―
２
３
１
―
９
７
７
９
、

Ｐhttp://w
w
w
.gcis.or.jp/

、役
場
商

工
振
興
課
Ｇ
47
│
５
０
２
６

「
ぐ
ん
ま
創
業
支
援
塾
」（
全
４
回
）受
講
生
募
集

募集
●

●
●
●
●
●

邑
楽
町
で
創
業
し
ま
せ
ん
か
？

新規の申請についても、
子ども支援課にお問い
合わせください。
申請方法や必要書類の
ご案内をいたします。


